
 

 

テーマ：木工沈床工について        大福コンサルタント㈱ 

 

１．多自然型川づくり 

平成 9 年 6 月の河川法改正に伴い、これまで治水優先で進められてきた河川整備は、「多

自然型川づくり」に代表される河川環境の整備と保全にも重点がおかれるようになり、木工

沈床工や蛇篭工、柳枝工のような伝統的な工法が見直されてきた。 

 

明治 29(1896)年       昭和 39(1964)年       平成 9(1997)年 

 

 

 

 

 

 

２．木工沈床工とは 

 木工沈床工は、杉や松の丸太あるいは角材を井桁状に組み上げ、その中に現地で採取した

玉石や栗石を詰めたものであり、粗朶沈床工に変わり明治の頃から昭和 30 年代にかけて使

われていた工法である。根固工としての機能はもちろんのこと、材料となる木材に県内産の

間伐材を有効利用することで、水源涵養，県土保全を促進する森林育成が図れる。また、現

地の自然石を用いることで従来の自然環境に近い状態になり、工事による環境の変化を最小

限に押さえることが出来る。 

 多孔性に富んでいるため、魚類をはじめとする水生生物の生息場所として利用される。 

 

３．形状・寸法及び材料 
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・方格の基本寸法 
  L=2000 ㎜ 

・層建て高さ 

  3 層建て H=540 ㎜ 

4 層建て H=720 ㎜ 

5 層建て H=900 ㎜ 

・材料の寸法 

  方格材 

   2.4m90×90 

  敷成木 

   2.3m90×90 

  ボルト(ﾕﾆｸﾛﾒｯｷ) 

   φ16 ㎜ 



４．施工歩掛 

 

1 連 20m2 当たり 2 連 40m2 当たり 3 連 60m2 当たり 
施工歩掛例 

単

位 3 層 4 層 5 層 3 層 4 層 5 層 3 層 4 層 5 層 

特殊作業員 人 2.1 2.8 3.5 4.2 5.6 7.0 6.3 8.4 10.5 

 

 

なお、国が示す（「災害復旧工事の設計要領」、「多自然型河川工法設計施工要領」）材料寸法

並びに標準歩掛は別紙のとおりである。 

 

 

【施工事例】 

○施工地    大島郡住用村（川内川） 

○ 工事量・工種 木工沈床 29m 

○使用資材  リュウキュウマツ 25.0m3  

○その他    平成 9 年度河川等防災工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


































